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にご注意ください！
―お金が戻ってくると誘い、お金を振り込ませる詐欺の手口に注意！―

三重県内で
被害が多発
しています！

電話でATMに行くよう指示される
●役所の職員を名乗って、電話をかけてきます。
●だましの方法は、「医療費や年金などの払い過ぎ分を返還
●します」などと言ってきます。
●「携帯電話」を持って、ATMに行くよう指示されます。

医療費などの還付金がATMで支払
われることは絶対にありません！

指示どおりにATMを操作すると…
●犯人の口座に「振り込み」をさせられます。

ATMに着いて電話をすると…
●「私の指示通りに」と言葉巧みにATM操作をさせられます。
●次々と指示され、冷静に考える時間を与えられません。

役所がATMの操作をお願いする
ことは絶対にありません！

「還付金がある、携帯電話を持ってATMへ」
と言われたら、それは還付金詐欺です。
このような電話があれば、すぐに警察へ
通報しましょう。（亀山警察署　☎82－0110）


